
　医学会発第33号
平成25年10月2日

日本医学会分科会

理事長・会長　殿
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生体内の圧力の計量単位に係る計量単位令の改正について

平素より，本会の事業推進にご協力を賜りまして，誠にありがとうございます．

　厚生労働省医政局総務課長より，標記について別添のとおり周知依頼がありました．

貴学会の会員各員に周知の程よろしくお願い致します．

　また，詳細については厚生労働省医政局総務課（血03・3595・2189）にお問い合わせ

ください．



医政総発0927第3号
平成25年　9月27日

日本医学会　会長　殿

厚生労働省医政局総務課長

（公　印　省　略　）

生体内の圧力の計量単位に係る計量単位令の改正について

　標記について、別添のとおり、各都道府県医政主管部（局）長に通知を発出いたしまし

たので、貴職におかれても、当該通知の内容について御了知いただき、管下会員に対する

周知、協力方お願い申し上げます。
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庸 医政総発0927第2号
平成25年　9月27日

各都道府県医政主管部（局）長　殿

厚生労働省医政局総務課長

（公　印　省　略　）

計量法上の水銀柱メートル及び水柱メートルに係る計量単位令の改正について

　表記計量単位については、計量法（平成4年法律第51号）附則第3条第3項及び計量

法附則第4条の計量単位等を定める政令（平成11年政令第273号）に基づき、平成

25年9月30日をもって法定計量単位から削除されることになっていたところであるが、

今般、計量単位令の一部を改正する政令（平成25年政令第287号）により、特殊の計

量に用いる計量単位として計量単位令別表第6第11号に追加され、生体内の圧力の計量

に用いる場合に限り、法定計量単位として恒久的に使用することが可能となったので、貴

管下医療関係団体及び関係業者等に対する周知方ご配慮願いたい。



事　　務　　連　　絡

平成25年9月26日

厚生労働省医政局総務課長

　　土生　栄二　殿

厚生労働省医政局経済課長

　　城　克文　殿

経済産業省産業技術環境局

計量行政室長　高野　芳久

生体内の圧力の計量単位に係る計量単位令の改正について（周知依頼）

　平素は、計量行政の円滑な遂行にご尽力頂き、厚くお礼申し上げます。

　さて、計量単位令の一部を改正する政令（平成25年政令第287号）によって、こ

れまで計量法附則第四条の計量単位等を定める政令（平成11年政令第273号）（以

下「生体内圧力政令」という。）に基づき、平成25年9月30日を使用期限として法

定計量単位とみなされていた水銀柱メートル（mH　g）、水銀柱センチメートル（c　m

H　g）、水銀柱ミリメートル（mmH　g）、水柱メートル（mH20）、水柱センチメ

ートル（c　mH20）及び水柱ミリメートル（mmH20）の6単位（以下「水銀柱メ

ートル等」という。）が、特殊の計量に用いる計量単位として計量単位令別表6第11

号に追加され、生体内の圧力の計量に用いる場合に限り、水銀柱メートル等を法定計量

単位として恒久的に使用することが可能となります。

　つきましては、下記留意事項とあわせて、医療従事者、医療機器関係団体に周知いた

だきますようお願いいたします。

　ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

○政省令の改正内容

　1．圧力の法定計量単位は、パスカル（P　a）、ニュートン毎平方メートル（N／m2）

　　バール（b　a　r）及び気圧（a　t　m）並びにこれらの計量単位に10の整数乗を乗

　　じたものを表す単位【例：ヘクトパスカル（hPa）、ミリバール（mb　a　r）1で

　　すが、生体内の圧力を計量する場合に限り、従来から特殊の計量に用いる法定計量
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単位として位置づけられていたトル（T　o　r　r）、ミリ’トル（mT　o　r　r）及びマ

イクロトル（μT　o　r　r）に水銀柱メートル等が追加される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計量単位令の一部を改正する政令）

注）血圧の特殊の計量に用いる法定計量単位は、従来同様、水銀柱ミリメートル

　（mmH　g）のみです。

2．上記1．の措置に伴い、生体内圧力政令は廃止される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（計量単位令の一部を改正する政令附則第2項）

3　上記1．の措置に伴い、追加された計量単位の標準となるべき記号（mH　g等6記

号〉を追加する。

　　　　　（計量単位規則の一部を改正する省令。平成25年経済産業省令第50号）

別添：平成25年9月26目付け関連政省令官報（写）

（参考）．計量法上の留意事項

1．非法定計量単位は、取引又は証明に用いることはできません。（計量法第8条）

　　　【例：医療機関が発行する診断書に非法定計量単位である重量キログラム毎平方

　　　　メートル（kg∬m2）や水銀柱インチ（inHg）を用いる場合が考えられます。】

　注）取引又は証明に該当しない場合は、用いることができます。

　　　　【例：学術論文など学術研究における単位の使用などが考えられます。】

2　非法定計量単位による目盛り又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目

的で陳列することはできません。　　　　　　　　　　　　　（計量法第9条）

注1）輸出すべき計量器は対象外です。

　　2）法定計量単位を併記して販売することは可能ですが【例：頭蓋内圧計にPa

　　　　とmmHgとを併記】、法定計量単位に非法定計量単位を併記して販売するこ

　　　　とはできません【例：気道内圧計にPaとinHgとを併記1。

以上
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3

　
　
2
　
こ
の
政
令
は
、

　
　
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

㎝◇原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行

　
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
八
九
号
）
（
厚

　
生
労
働
省
）

1
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に

　
よ
る
介
護
手
当
の
額
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第

　
　
一
八
条
関
係
）

　
五
万
七
、

一一

ﾜ
万
一
、

一一

Z
〇
トト
ンン

八
O
O
ト
ン

一一

Z
〇

八
O
Oトト
ンン

八
万
三
、
五
〇
〇
　
ト
ン

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
一
条
関
係
）

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

る
政
令
（
政
令
第
二
九
一
号
）
（
．
厚
生
労
働
省
）

　
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
泥
よ
る
医
療
手
当
等
の

額
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
y
第
五
条
及

び
第
八
条
関
係
）

　
す
る
こ
と
と
し
た
。

1
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

2
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

◇
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並

　
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

　
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
九
二
号
×
内

　
閣
官
房
）

1
　
独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
を
指
定
公

　
共
機
関
か
ら
削
除
し
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
一
三
六
号
）

　
第
四
二
条
の
一
三
第
一
項
の
指
定
海
上
防
災
機
関
を
指

　
定
公
共
機
関
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

　
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び

　
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

　
と
の
間
の
条
約
（
条
約
第
一
〇
号
X
外
務
省
）

　
こ
の
条
約
は
、
経
済
的
及
ぴ
人
的
交
流
等
に
伴
っ
て
発

生
す
る
国
際
的
な
二
重
課
税
の
回
避
等
を
目
的
と
し
て
日

本
国
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
間
で
課
税
権
の
調
整
等

を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。1

　
こ
の
条
約
は
、
一
方
又
は
双
方
の
締
約
国
の
居
住
者

　
で
あ
る
者
に
適
用
す
る
。
日
本
国
に
つ
い
て
は
所
得
税
、

　
法
人
税
、
復
興
特
別
所
得
税
及
ぴ
復
興
特
別
法
人
税
、

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
所
得
税
に
適
用
す

　
る
。
（
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
）

2
　
こ
の
条
約
上
、
一
定
の
用
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
条

　
約
に
お
い
て
定
義
さ
れ
た
意
義
を
有
し
、
こ
の
条
約
に

　
定
義
さ
れ
て
い
な
い
用
語
は
、
各
締
約
国
の
国
内
法
上

　
有
す
る
意
義
を
有
す
る
。
（
第
三
条
～
第
五
条
関
係
）

3
　
不
動
産
所
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
所
在
地
国
に
お

　
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
の
締
約
国
の
企

　
業
の
利
得
に
対
し
て
は
、
当
該
企
業
が
他
方
の
締
約
国

　
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
恒
久
的

施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
利
得
に
つ
い
て
の
み
当
該
他
方
の

締
約
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
の

締
約
国
の
企
業
が
船
舶
又
は
航
空
機
を
国
際
運
輸
に
運

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る
利
得
に
対
し
て
は
、

当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
の
み
課
税
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
両
締
約
国
の
企
業
の
間
に
商
業
上
又
は
資
金

上
特
殊
の
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
条
件
等
が
な

か
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
利
得
に
つ
き
課
税
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
（
第
六
条
～
第
九
条
関
係
）

4
　
配
当
に
対
す
る
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
は
、
親
会
サ

　
社
が
子
会
社
か
ら
受
け
取
る
一
定
の
配
当
に
つ
い
て
は
f

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『

韓
鰍
麟
離
謙
磨
膿
　

を
超
え
な
い
税
率
に
よ
り
行
わ
れ
る
が
、
政
府
等
が
雲

　
得
す
る
利
子
に
つ
い
て
は
源
泉
地
国
に
お
い
て
課
税
を
サ

免
除
さ
れ
る
・
靖
鴛
対
す
る
源
泉
地
国
に
お
け
妻

課
税
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
税
率
に
よ
り
妻

　
わ
れ
る
。
（
第
一
〇
条
～
第
一
二
条
関
係
）

5
　
不
動
産
、
“
不
動
産
化
体
株
式
、
一
定
の
破
綻
金
融
機

　
国
の
居
住
者
が
芸
能
人
又
は
運
動
家
と
し
て
他
方
の
締

　
約
国
内
で
行
う
個
人
的
活
動
に
よ
っ
て
取
得
す
る
所
得

　
に
対
し
て
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
税
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
一
四
条
～
第
一
六
条
関
係
）

7
　
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
支
払
わ
れ
る
退
職
年
金

　
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
報
酬
に
対
し
て
は
、
当
該
一
方

　
　
し
て
は
、
源
泉
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。
（
第
二
〇
条
関
係
）
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の
締
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に
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い
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の
み
課
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す
る
こ
と
が
で
き
る
．
　

　
　
一
方
の
締
約
国
等
が
支
払
う
給
料
等
の
報
酬
及
び
退
職
（
．

箋
に
対
し
て
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
当
該
五

　
　
の
締
約
国
に
お
い
て
の
み
課
税
す
る
こ
と
が
馨
る
．
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（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
挫
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
七
条
の
規
定
の
施
行
前
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
、

　
当
該
災
害
に
よ
り
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
住
民
に
対
す
る
災
害
障
奮
見
舞
金
の
支
給
及
び
当
該
災
害
に
よ
り

　
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
齋
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
、
第
二
条
並
び
に
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
国
務
大
臣

　
　
総
務
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

国
土
交
通
大
臣

　
　
環
境
大
臣

　
　
防
衛
大
臣

小石太田新麻
野原田村藤生
寺
五伸昭憲義太
典晃宏久孝郎

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

　
　
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
国
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

一

別
表
第
六
第
十
一
号
中

　
ト
ル

「

パ
ス
カ
ル
又
は
ニ
ュ
ー
ト
ン

毎
平
方
メ
ー
ト
ル
の
七
百
六

十
分
の
十
万
千
三
百
二
十
五

を

政
令
第
二
百
八
十
六
号

　
　
　
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

　
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
〇
七
＝
二
二
〇
号
、
第
〇
七
二
ニ
・
三
二
号
、
第
〇
七
一
三
・
三
三
号
、
第
〇
七
＝
二
・
三
四
号
、
第
〇

七
一
三
ニ
ニ
五
号
、
第
〇
七
＝
二
・
三
九
号
、
第
〇
七
一
三
・
五
〇
号
、
第
〇
七
＝
二
・
六
〇
号
及
び
第
〇
七
＝
二
．

九
〇
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
〇
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平
成
二

六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
五
〇
、
O
O
O
ト
ン
」
を
「
七
〇
、
O
O
O
ト
ン
」
に
改
め
る
。

。胴

U
能
ら
。
麗
瓢
囎
筋
顕
記
慧
蓋
錨
男
箔
惣
課
〇
九
異
論
妻
曳
諺
畷
二
価
嘩

ン
」
に
、
「
五
四
、
七
〇
〇
ト
ン
」
を
「
四
六
、
八
O
O
ト
ン
」
に
、
「
五
六
、
六
〇
〇
ト
ン
」
を
「
五
七
、
二
〇
〇
ト
ン
」

に
改
め
る
。

　
別
表
第
一
一
〇
七
・
一
〇
号
及
び
第
｝
一
〇
七
・
二
〇
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
〇
日

ま
で
」
を
「
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
二
八
三
、
八
O
O
ト
ン
」
を
「
二

五
一
、
八
O
O
ト
ン
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
一
一
〇
八
・
一
二
号
、
第
一
一
〇
八
・
＝
二
号
、
第
一
一
〇
八
・
一
四
号
、
第
一
一
〇
八
・
一
九
号
、
第
一

一
〇
八
・
二
〇
号
、
第
一
九
〇
一
・
二
〇
号
及
び
第
一
九
〇
τ
九
〇
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年

九
月
三
〇
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
星
三
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
‘

計
量
単
位
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
御
　
名
　
　
御
　
璽

　
　
　
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
六
日

令
弟
二
百
八
十
七
号

　
　
計
嫩
草
位
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

計
量
単
位
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
国
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
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の
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の
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Sのユ
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に
改
め
る
。

水
銀
柱
メ
ー
ト
ル

パ
ス
カ
ル
又
は
毎
平
方
メ
ー
ト
六
分
の
十
万
千

水
銀
柱
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

水
銀
柱
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

水
柱
メ
ー
ト
ル

パ
ス
カ
ル
又
は
毎
平
方
メ
ー
ト
百
六
・
六
五
倍

水
柱
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

水
柱
メ
ー
ト
ル

水
柱
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

水
柱
メ
ー
ト
ル

ト
ル

パ
ス
カ
ル
又
は
毎
平
方
メ
ー
ト
十
分
の
十
万
千

　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政
令
の
廃
止
）

2
　
計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
士
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
産
業
大
臣
　
茂
木
　
敏
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎
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附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
気
象
業
務
法
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
海

洋
気
象
台
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
届
出
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
弟
二
条
の
規
定
に
よ
り
観
測

　
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
区
域
と
す
る
管
区
気
象
台
長
、
沖
縄
気
象
台
長
又
は
地
方
気
象
台
長
に
対
し
て
さ
れ
た
届
出

　
と
み
な
す
。

　
（
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

3
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
洋
気
象
台
に
対
し
て

　
さ
れ
て
い
る
依
頼
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
依
頼
に
よ
り
証
明
又
は
鑑
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
実
が
発
生
し

　
た
場
所
を
管
轄
す
る
気
象
官
署
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
気
象
官
署
を
い
う
。
）

　
に
対
し
て
さ
れ
た
依
頼
と
み
な
す
。

O
国
土
交
通
省
令
第
八
十
一
号

　
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五

号
）
を
実
施
す
る
た
め
」
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
太
田
　
昭
宏

　
　
　
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
百
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
屍

第
百
十
六
条
　
削
除

　
第
百
二
十
一
条
第
二
項
及
ぴ
第
四
項
中
「
及
び
中
部
国
際
空
港
」
を
「
、
中
部
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
」
に

改
め
る
。

　
第
百
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
国
際
・
危
機
管
理
室
並
び
に
安
全
管
理
推
進
官
、
交
通
管
制
安
全
監
督
官
、
国
際
調
整
官
及
ぴ
危
機
管
理
調
整

　
官
）

第
百
二
十
四
条
　
安
全
企
画
課
に
、
国
際
・
危
機
管
理
室
並
び
に
安
全
管
理
推
進
官
三
人
、
交
通
管
制
安
全
監
督
官
七

　
人
並
ぴ
に
国
際
調
整
官
及
ぴ
危
機
管
理
調
整
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
、

2
　
国
際
・
危
機
管
理
室
は
、
安
全
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
及
び
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す

　
る
事
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
係
る
企
画
及
ぴ
立
案
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

3
　
国
際
・
危
機
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4
　
安
全
管
理
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
に
関
す
る
安
全
管
理
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画

　
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

5
　
交
通
管
制
安
全
監
督
官
は
、
航
空
保
安
業
務
に
係
る
安
全
に
関
す
る
事
務
の
運
営
に
関
す
る
実
況
の
監
察
及
び
こ

　
れ
に
基
づ
く
改
善
事
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務
並
び
に
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三

　
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
分
掌
す
る
。

6
　
国
際
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

　
の
国
際
機
関
及
び
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
の
外
国
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
安
全
管
理
推
進
官

　
及
び
危
機
管
理
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

7
　
危
機
管
理
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機

　
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　
第
百
四
十
条
第
一
項
中
「
本
省
の
」
の
下
に
「
局
及
び
」
を
加
え
、
「
百
三
十
九
人
」
を
「
百
四
十
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


